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議

案

第

　

十

　

号

三
朝
町
老
人
居
室
軍
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
牽
備
資
金
貸
付
け
に
閑
す
.
る

条
例
の
　
1
部
改
､
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
老
人
居
室
整
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
麿
備
資
金
貸
付
け
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
ょ
少
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
.

昭
和
五
十
五
年
三
月
十
　
1
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

け

'

#

　

　

成

男
五
捨
重
苦
甘
苦
原
審
可
決

三
朝
町
議
会
壌
長
政
田
嶺



三
朝
町
条
例
第

七

　

　

　

4

早

三
朝
町
老
人
居
室
塵
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
け
に
鯛
す
る

条
例
の
　
7
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
老
人
層
室
整
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
け
に
囲
す
る
条
例
　
(
昭
和
五
十
四
年
三

朝
町
条
例
窮
十
号
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

窮
五
条
中
｢
八
十
五
万
円
以
内
｣
を
｢
首
万
什
以
内
｣
推
､
｢
百
二
十
八
万
円
以
内
｣
!
を
｢
百
五
十
万

円
以
内
｣
　
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
五
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
.


